
山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
四
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
六
七

山
梨
県
公
報

第
百
四
十
四
号

令
和
二
年

十
一
月
十
二
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
広
域
連
合
の
解
散	

五
六
七

○
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
事
項
の
廃
止	

五
六
七

○
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）	

五
六
七

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定	

五
六
八

公

告

○
肥
料
の
登
録
の
失
効	

五
六
八

○
肥
料
の
登
録	

五
六
九

○
土
地
改
良
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

五
六
九

　

（
二
件
）

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
五
件
）	

五
六
九

○
公
共
測
量
の
実
施	

五
七
〇

○
公
聴
会
の
実
施
（
六
件
）	

五
七
〇

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
及
び
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
の
入
学
者
募
集
定
員	

五
七
二

そ

の

他

○
漁
業
法
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
取
扱
い
の
指
示	
五
七
八

正

誤

○
令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
付
第
百
三
十
八
号
中	

五
七
八

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

都
留
市
長
、
大
月
市
長
、
上
野
原
市
長
、
道
志
村
長
、
小
菅
村
長
及
び
丹
波
山
村
長
か
ら
申
請
の
あ

っ
た
山
梨
県
東
部
広
域
連
合
の
解
散
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
九
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
十
月
二
十
九
日
付
け
で
許
可
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

肥
料
取
締
法
施
行
細
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
事
項
（
平
成
十
四
年
一
月
十
七
日
山
梨
県
告
示

第
十
四
号
）
は
、
令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

柳
平
塩
山
線

山
梨
市
牧
丘
町
杣
口
字
東
上
一
六
〇

七
番
四
地
先
か
ら

山
梨
市
牧
丘
町
杣
口
字
東
下
一
五
四

二
番
一
地
先
ま
で

　

一
五
七
・
四

令
和
二
年
十

一
月
十
六
日

山
梨
県
告
示
第
三
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
日
ま
で
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

大
月
上
野
原

線

上
野
原
市
上
野
原
字
新
田
倉
三
〇
八

九
番
一
地
先
か
ら

上
野
原
市
上
野
原
字
新
田
倉
三
〇
八

九
番
一
地
先
ま
で

　
　

四
七
・
五

令
和
二
年
十

一
月
十
二
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
四
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

五
六
八

公　
　
　

告

◉　

肥
料
の
登
録
の
失
効

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登

録
は
、
失
効
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

令
和
二
年
山
梨
県
告
示
第
百
七
十
六
号
中
の
標
柱
十
五
号
と
次
に
掲
げ
る
地
番
の

土
地
に
設
置
し
た
標
柱
十
九
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号
十
九
号
と
二
十

号
を
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
二
十
号
と
同
告
示
中
の
標
柱
番
号
十
五
号
を
結
ん

だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
並
び
に
同
告
示
中
の
標
柱
十
七
号
と
次
に
掲
げ
る
地
番
の

土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
二
十
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号
二
十
一

号
か
ら
二
十
六
号
ま
で
の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号
二
十
六
号
の
標
柱

と
同
告
示
中
の
標
柱
十
八
号
を
結
ん
だ
線
及
び
同
標
柱
番
号
と
同
告
示
中
の
標
柱

番
号
十
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号

郡　
　

市

町　

村

大　
　

字
　

字

地　
　

番

石
倉

十
九

二
十

二
十
一

二
十
二

二
十
三

二
十
四

二
十
五

二
十
六

南
巨
摩
郡

同同同同同同同

身
延
町

同同同同同同同

下
八
木
沢

同同同同同同同

上
の
畑

同同同同同同同

四
九
八
番
一

四
七
二
番

四
七
一
番

四
六
九
番

同四
七
〇
番

同五
〇
八
番
一

登
録
番
号

肥
料
の

種
類

肥
料
の

名
称

保
証
成
分

量
（
％
）

そ
の

他
の

規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

失
効
年
月
日

山
梨
県
第

十
九
号

家
庭
園

芸
用
複

合
肥
料

バ
イ
タ

ル
グ
リ

ー
ン
五

〇
〇

窒
素
全
量

〇
・
五
％

水
溶
性
加

里
〇
・五
％

公
定

規
格

の
と

お
り

関
東
食
研
株
式
会
社

東
京
都
墨
田
区
緑
四

－

二
十
三

－

四

令
和
二
年
六
月

三
十
日

山
梨
県
告
示
第
三
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
日
ま
で
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

四
日
市
場
上

野
原
線

上
野
原
市
上
野
原
字
鳥
居
ノ
前
一
七

〇
九
番
一
地
先
か
ら

上
野
原
市
上
野
原
字
鳥
居
ノ
前
一
七

〇
八
番
地
先
ま
で

　
　

二
四
・
三

令
和
二
年
十

一
月
十
二
日

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
身
延
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

大
月
上
野
原

線

上
野
原
市
上
野
原
字
新
田
倉
三
〇
八

九
番
一
地
先
か
ら

上
野
原
市
上
野
原
字
新
田
倉
三
〇
八

九
番
一
地
先
ま
で

　
　

四
七
・
五

令
和
二
年
十

一
月
十
二
日

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

令
和
二
年
山
梨
県
告
示
第
百
七
十
六
号
中
の
標
柱
十
五
号
と
次
に
掲
げ
る
地
番
の

土
地
に
設
置
し
た
標
柱
十
九
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号
十
九
号
と
二
十

号
を
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
二
十
号
と
同
告
示
中
の
標
柱
番
号
十
五
号
を
結
ん

だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
並
び
に
同
告
示
中
の
標
柱
十
七
号
と
次
に
掲
げ
る
地
番
の

土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
二
十
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号
二
十
一

号
か
ら
二
十
六
号
ま
で
の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号
二
十
六
号
の
標
柱

と
同
告
示
中
の
標
柱
十
八
号
を
結
ん
だ
線
及
び
同
標
柱
番
号
と
同
告
示
中
の
標
柱

番
号
十
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号

郡　
　

市

町　

村

大　
　

字
　

字

地　
　

番

石
倉

十
九

二
十

二
十
一

二
十
二

二
十
三

二
十
四

二
十
五

二
十
六

南
巨
摩
郡

同同同同同同同

身
延
町

同同同同同同同

下
八
木
沢

同同同同同同同

上
の
畑

同同同同同同同

四
九
八
番
一

四
七
二
番

四
七
一
番

四
六
九
番

同四
七
〇
番

同五
〇
八
番
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
四
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

五
六
九

◉　

土
地
改
良
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
河
川
工
作
物
等
応
急
対
策
事

業　

穴
山
新
田
堰
地
区
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨

県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の

審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

縦
覧
書
類　

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

韮
崎
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
五
月
十
一
日
ま
で

◉　

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

県
営
土
地
改
良
事
業
（
西
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
平
成
八
年
三
月
二
十
日
を
も
っ

て
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

◉　

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

県
営
土
地
改
良
事
業
（
上
市
川
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
平
成
九
年
三
月
二
十
日
を

も
っ
て
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

◉　

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

県
営
土
地
改
良
事
業
（
上
栗
原
地
区
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
令
和
元
年
五
月
二
十
三

日
を
も
っ
て
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

◉　

肥
料
の
登
録

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
肥
料
の

登
録
を
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

登
録
番
号

肥
料
の

種
類

肥
料
の

名
称

保
証
成
分

量
（
％
）

そ
の

他
の

規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

登
録
の
有
効
期

限

山
梨
県
第

二
十
号

家
庭
園

芸
用
複

合
肥
料

バ
イ
タ

ル
グ
リ

ー
ン
五

〇
〇

窒
素
全
量

〇
・
五
％

水
溶
性
加

里
〇
・五
％

公
定

規
格

の
と

お
り

株
式
会
社
K
A
N
S
H

O
K
U
東
京
都
江
戸
川

区
松
江
七

－八
－十

令
和
五
年
九
月

七
日

◉　

土
地
改
良
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業　

日
之
城
地

区
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に

供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、

山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

縦
覧
書
類　

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

韮
崎
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
五
月
十
一
日
ま
で

登
録
番
号

肥
料
の

種
類

肥
料
の

名
称

保
証
成
分

量
（
％
）

そ
の

他
の

規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

失
効
年
月
日

山
梨
県
第

十
九
号

家
庭
園

芸
用
複

合
肥
料

バ
イ
タ

ル
グ
リ

ー
ン
五

〇
〇

窒
素
全
量

〇
・
五
％

水
溶
性
加

里
〇
・五
％

公
定

規
格

の
と

お
り

関
東
食
研
株
式
会
社

東
京
都
墨
田
区
緑
四

－

二
十
三

－

四

令
和
二
年
六
月

三
十
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
四
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

五
七
〇

市
学
び
の
杜
み
さ
か
視
聴
覚
室

2　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
（
金
）
午
後
七
時　

甲
州
市
塩
山
上
塩
後
千
二
百
三
十
九
番
地
一　

東
山
梨
合
同
庁
舎
一
〇
一
会
議
室

3　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日
（
月
）
午
後
七
時　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
防

災
新
館
オ
ー
プ
ン
ス
ク
エ
ア

4　

令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
（
火
）
午
後
七
時　

市
川
三
郷
町
市
川
大
門
千
四
百
三
十
七
番
地
一

　

市
川
三
郷
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
二
階
研
修
室
一
・
二

5　

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日
（
金
）
午
後
七
時　

富
士
川
町
鰍
沢
六
百
五
十
五
番
地
五
十
七　

富

士
川
町
民
会
館
三
階
ホ
ー
ル

6　

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日
（
金
）
午
後
七
時　

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
三
百
七
十
六
番
地　

南

ア
ル
プ
ス
市
役
所
本
庁
三
階
大
会
議
室

7　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
（
月
）
午
後
七
時　

韮
崎
市
本
町
四
丁
目
二
番
四
号　

北
巨
摩
合

同
庁
舎
一
〇
一
会
議
室

8　

令
和
二
年
十
二
月
十
六
日
（
水
）
午
後
七
時　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
防

災
新
館
オ
ー
プ
ン
ス
ク
エ
ア
（
3
の
予
備
日
）

三　

意
見
書
の
提
出
先　

甲
府
市
貢
川
二
丁
目
一
番
八
号　

中
北
建
設
事
務
所
都
市
整
備
課
、
甲
州
市

塩
山
上
塩
後
千
二
百
三
十
九
番
地
一　

峡
東
建
設
事
務
所
都
市
計
画
・
建
築
課
及
び
西
八
代
郡
市
川

三
郷
町
高
田
百
十
一
番
地
一　

峡
南
建
設
事
務
所
都
市
計
画
・
建
築
課

四　

意
見
書
の
提
出
方
法　

直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

五　

意
見
書
の
提
出
期
限　

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日
（
木
）

六　

都
市
計
画
の
案
の
概
要　

案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
中
北
建

設
事
務
所
、
峡
東
建
設
事
務
所
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
並
び
に
甲
府
市
都
市
計
画
課
、
山
梨
市
都
市

計
画
課
、
韮
崎
市
建
設
課
、
南
ア
ル
プ
ス
市
都
市
計
画
課
、
甲
斐
市
都
市
計
画
課
、
笛
吹
市
ま
ち
づ

く
り
整
備
課
、
甲
州
市
都
市
整
備
課
、
中
央
市
都
市
計
画
課
、
市
川
三
郷
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
、

富
士
川
町
都
市
整
備
課
及
び
昭
和
町
都
市
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

七　

そ
の
他
必
要
な
事
項　

意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

◉　

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

開
催
期
日　

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日
（
木
）
午
後
七
時

二　

開
催
場
所　

南
巨
摩
郡
身
延
町
波
木
井
四
百
七
番
地　

身
延
町
総
合
文
化
会
館
二
階
会
議
室

◉　

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

県
営
土
地
改
良
事
業
（
東
八
中
央
東
地
区
基
幹
農
道
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
令
和
二
年
二
月
六
日

を
も
っ
て
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

◉　

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

県
営
土
地
改
良
事
業
（
万
力
地
区
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
三
日

を
も
っ
て
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

◉　

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
河
川
部
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
計
測
）

二　

測
量
の
地
域　

富
士
吉
田
市
、
山
中
湖
村
、
忍
野
村
、
富
士
河
口
湖
町
、
西
桂
町
、
都
留
市
、
南

ア
ル
プ
ス
市
、
富
士
川
町
及
び
市
川
三
郷
町

三　

測
量
の
期
間　

令
和
二
年
十
一
月
五
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
ま
で

◉　

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

聴
こ
う
と
す
る
案
件　

甲
府
都
市
計
画
、
峡
東
都
市
計
画
、
韮
崎
都
市
計
画
、
南
ア
ル
プ
ス
都
市

計
画
、
笛
吹
川
都
市
計
画
、
市
川
三
郷
都
市
計
画
及
び
富
士
川
都
市
計
画　

都
市
計
画
区
域
の
整

備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
甲
府
盆
地
七
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

開
催
日
時
及
び
場
所

1　

令
和
二
年
十
二
月
十
日
（
木
）
午
後
七
時　

笛
吹
市
御
坂
町
夏
目
原
七
百
四
十
四
番
地　

笛
吹



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
四
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

五
七
一

二　

開
催
場
所　

都
留
市
上
谷
一
丁
目
一
番
一
号　

都
留
市
役
所
三
階
大
会
議
室

三　

聴
こ
う
と
す
る
案
件　

都
留
都
市
計
画　

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
都

留
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

四　

意
見
書
の
提
出
先　

大
月
市
大
月
町
花
咲
千
六
百
八
番
地
三　

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
都
市
計

画
・
建
築
課

五　

意
見
書
の
提
出
方
法　

直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六　

意
見
書
の
提
出
期
限　

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日
（
木
）

七　

都
市
計
画
の
案
の
概
要　

案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
富
士

・
東
部
建
設
事
務
所
並
び
に
都
留
市
建
設
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八　

そ
の
他
必
要
な
事
項　

意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

◉　

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

開
催
期
日　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日
（
火
）
午
後
七
時

二　

開
催
場
所　

大
月
市
御
太
刀
二
丁
目
十
一
番
二
十
二
号　

大
月
市
民
会
館
視
聴
覚
室

三　

聴
こ
う
と
す
る
案
件　

大
月
都
市
計
画　

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
大

月
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

四　

意
見
書
の
提
出
先　

大
月
市
大
月
町
花
咲
千
六
百
八
番
地
三　

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
都
市
計

画
・
建
築
課

五　

意
見
書
の
提
出
方
法　

直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六　

意
見
書
の
提
出
期
限　

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日
（
木
）

七　

都
市
計
画
の
案
の
概
要　

案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
富
士

・
東
部
建
設
事
務
所
並
び
に
大
月
市
地
域
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八　

そ
の
他
必
要
な
事
項　

意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

◉　

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

開
催
期
日　

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日
（
木
）
午
後
七
時

三　

聴
こ
う
と
す
る
案
件　

身
延
都
市
計
画　

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
身

延
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

四　

意
見
書
の
提
出
先　

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
高
田
百
十
一
番
地
一　

峡
南
建
設
事
務
所
都
市
計
画

・
建
築
課

五　

意
見
書
の
提
出
方
法　

直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六　

意
見
書
の
提
出
期
限　

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日
（
木
）

七　

都
市
計
画
の
案
の
概
要　

案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
峡
南

建
設
事
務
所
並
び
に
身
延
町
建
設
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八　

そ
の
他
必
要
な
事
項　

意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

◉　

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

開
催
期
日　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
（
月
）
午
後
七
時

二　

開
催
場
所　

富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
丁
目
二
番
五
号　

富
士
吉
田
市
合
同
庁
舎
二
階
大
会
議
室

三　

聴
こ
う
と
す
る
案
件　

富
士
北
麓
都
市
計
画　

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

（
富
士
北
麓
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

四　

意
見
書
の
提
出
先　

大
月
市
大
月
町
花
咲
千
六
百
八
番
地
三　

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
都
市
計

画
・
建
築
課

五　

意
見
書
の
提
出
方
法　

直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六　

意
見
書
の
提
出
期
限　

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日
（
木
）

七　

都
市
計
画
の
案
の
概
要　

案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
富
士

・
東
部
建
設
事
務
所
並
び
に
富
士
吉
田
市
都
市
政
策
課
、
西
桂
町
企
画
財
政
課
、
忍
野
村
企
画
課
、

山
中
湖
村
総
合
政
策
課
及
び
富
士
河
口
湖
町
都
市
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八　

そ
の
他
必
要
な
事
項　

意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

◉　

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

開
催
期
日　

令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
（
火
）
午
後
七
時



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
四
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

五
七
二

二　

開
催
場
所　

上
野
原
市
上
野
原
三
千
八
百
三
十
二
番
地　

上
野
原
市
文
化
ホ
ー
ル
二
・
三
・
四
会

議
室

三　

聴
こ
う
と
す
る
案
件　

上
野
原
都
市
計
画　

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

（
上
野
原
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

四　

意
見
書
の
提
出
先　

大
月
市
大
月
町
花
咲
千
六
百
八
番
地
三　

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
都
市
計

画
・
建
築
課

五　

意
見
書
の
提
出
方
法　

直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六　

意
見
書
の
提
出
期
限　

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日
（
木
）

七　

都
市
計
画
の
案
の
概
要　

案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
富
士

・
東
部
建
設
事
務
所
並
び
に
上
野
原
市
建
設
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八　

そ
の
他
必
要
な
事
項　

意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

教
育
委
員
会

◉　

山
梨
県
公
立
高
等
学
校
及
び
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
の
入
学
者
募
集
定
員

令
和
三
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
及
び
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
の
入
学
者
募
集
定
員
を
次
の
と

お
り
定
め
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

斉　
　

木　
　

邦　
　

彦



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
四
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

五
七
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
四
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

五
七
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
四
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

五
七
五



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
四
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

五
七
六



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
四
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

五
七
七



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
四
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

五
七
八

五
三
九

五
四
〇

五終
わ
り
か
ら

十
三

終
わ
り
か
ら

十終
わ
り
か
ら

八

第
一
総
支
部

第
一
総
支
部

第
一
区
総
支
部

第
二
区
総
支
部

第
1
総
支
部

第
1
総
支
部

第
1
区
総
支
部

第
2
区
総
支
部

そ　

の　

他

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
四
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
山
梨
県
内
の
コ
イ
（
マ

ゴ
イ
及
び
ニ
シ
キ
ゴ
イ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
扱
い
を
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

　
　

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会　

長　
　

宮　
　

崎　
　

淳　
　

一

一　

指
示
の
内
容

1　

放
流
の
制
限　

山
梨
県
内
に
お
い
て
、
コ
イ
の
放
流
（
再
放
流
を
除
く
。
）
を
し
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
コ
イ
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
検
査
で
陰
性
が
確
認
さ
れ
た
コ
イ
と
同

一
飼
育
池
の
コ
イ
群
に
属
す
る
場
合
又
は
公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

2　

持
出
し
の
制
限　

山
梨
県
内
に
お
い
て
、
コ
イ
を
採
捕
し
た
者
は
、
採
捕
し
た
コ
イ
を
そ
の
場

か
ら
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈠　

公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
場
合

㈡　

採
捕
し
た
コ
イ
の
エ
ラ
を
除
去
し
た
場
合

㈢　

漁
業
権
に
基
づ
き
コ
イ
が
採
捕
さ
れ
て
い
る
漁
場
に
お
い
て
コ
イ
を
採
捕
し
、
当
該
漁
場
の

流
域
（
山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
別
に
指
定
す
る
流
域
を
除
く
。
）
内
で
食
用
に
供

す
る
場
合

二　

指
示
の
区
域　

山
梨
県
内
の
公
共
用
水
面

三　

指
示
の
期
間　

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

正　
　
　

誤

ペ
ー
ジ

段
　
　

行

　
　
　
　
　

誤

　
　
　
　
　
　

正

○　

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
（
第
百
三
十
八
号
）
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号
（
政
治

　

団
体
の
名
称
等
の
届
出
）

五
三
九

五
四
〇

五終
わ
り
か
ら

十
三

終
わ
り
か
ら

十終
わ
り
か
ら

八

第
一
総
支
部

第
一
総
支
部

第
一
区
総
支
部

第
二
区
総
支
部

第
1
総
支
部

第
1
総
支
部

第
1
区
総
支
部

第
2
区
総
支
部


